
一般事業主行動計画 

 

医療法人社団永生会は、「次世代育成支援対策推進法」および「女性活躍 

推進法」に関する一般事業主行動計画を策定し公表いたします。 

 

 

 次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するため 2005 年 4 月 1 日 

より施行されています。 

永生会は、仕事と子育ての両立支援に関する雇用環境の整備を行うため、すべての職員がワーク・

ライフ・バランスの調和がとれる包括的な取り組みを計画します。 

 

 

 女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するために制定された「女性の職業生活にお 

ける活躍の推進に関する法律」に基づき、2019 年 5 月「改正女性活躍推進法」が成立し 2020 年 

4 月 1 日から順次施行されています。 

永生会は、女性の安定的な就労とキャリアアップの支援に関する取り組みを計画します。 

 

 

 

 

 

 



令和 5 年 3 月 24 日 

医療法人社団永生会 

 

 

次世代育成支援対策推進法に関する行動計画 

 

 医療法人社団永生会は、職員が仕事と子育てを両立させることができ、すべての職員がワーク・

ライフ・バランスの調和をとりながら能力を発揮し、働きやすい職場環境の整備を行うため、次の

ように行動計画を策定します。 

 

 

１. 計画期間  令和 5 年 4 月 1 日～令和７年３月 31 日までの２年間 

                     

２. 内容                 

  

   目標１：女性職員の育児休業取得率１００％を維持するとともに、計画期間内に、男性の 

育児休業取得率６０％以上維持を目指します。 

       

 【対策】 

   ●令和 5 年 4 月～：配偶者の出産を控える男性職員に対し、早期に個別の育児休業制度の 

説明を実施していきます。 

   ●令和 5 年 9 月～：管理職を対象とした育児休業・ダイバーシティ時代を理解するための

「イクボス研修」等の開催を検討していきます。 

 

 

   目標２： 育児休業より復職後の、離職防止のための制度周知を行います。 

        また、育児・介護のため離職した職員の再雇用を促進し、キャリア継続の支援 

を行うとともに、組織全体の就労環境アップを目指します。 

 

【対策】 

   ●子育て中の職員を対象とする、短時間正職員勤務制度の周知を行っていきます。 

●育児・介護のため離職した職員に対する定期的な情報発信を行います。 

 

 

 

 



令和 5 年 3 月 24 日 

医療法人社団永生会 

 

 

女性活躍推進法に関する行動計画 

 

 医療法人社団永生会は、女性の安定的な就労とキャリアアップを支援することにより、すべての

職員が活躍できる職場環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定します。 

 

 

１. 計画期間  令和 5 年 4 月 1 日～令和８年３月 31 日までの３年間 

                                  

  

   目標１：職業生活に関する機会の提供に関する目標 
 

       管理職に占める女性比率を、組織全体の５０％以上とすることを目指します。 

 

 【対策】 

  ●令和５年 10 月～：４５歳を対象とした「プラチナセミナー」を実施し、生涯設計を自身で 

イメージできる情報を提供してきます。 

  ●令和 6 年 1 月～：職員が自分の能力を申告できる「キャリア申告シート」を導入し、適性 

            に応じた配置転換などキャリアアップを支援していきます。 

 

 

 

   目標２：職業生活と家庭生活との両立に関する目標 
 

       男女ともに、平均勤続年数を８年以上とすることを目指します。 

 

 【対策】 

●令和 5 年 ５月～：職場環境改善アンケートを実施し、職員の皆さんと意見交換しながら 

職場環境の充実化を推進してきます。 

   ●令和 6 年 1 月～：コンプライアンスの認識を組織全体で共有するため、就業規則の改定 

を実施していきます。 

●ダイバーシティ＆インクルージョンを推進していきます。 

   


